
平成２２年１０月 

堺      市 

 

 

平成２３年度の建設工事等に係る入札・契約制度の改善について 

 

 

建設工事等に係る入札・契約制度のより一層の適正化を図るため、新たな制度改善策として、以下の

事項を平成２３年４月１日から実施します。 

 

１ 等級格付・発注標準の見直し 

等級（ランク）の重なりを解消するとともに、受注機会の均等化を図るため、電気工事及び管工事

の等級格付・発注標準を次のとおり見直します。 

※ 特定建設業の許可を有する者で監理技術者資格者証を有する監理技術者を雇用していないもの又は一般建設業の

許可を有する者については、予定価格をそれぞれの等級に定める下限の額以上 6 千万円未満とします。 

 
２ 共同企業体の見直し 

(1)共同企業体の組合せ等の見直し 

上記１の見直しに伴い、電気工事及び管工事に係る特定建設工事共同企業体及び市内企業建設工事

共同企業体の組合せ等を次のとおり見直します。 
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平成２２年度 平成２３年度 

等級 総合評点 予定価格 等級 総合評点 予定価格 

電

気 

Ａ１ 1100 以上 ２億円以上 Ａ 1100 以上 ２億円以上 

Ａ２ 850 以上 1099 以下 ３千万円以上２億円未満 ※ 
Ｂ 750 以上 1099 以下 ２千万円以上２億円未満 ※

Ｂ 700 以上 849 以下 １千万円以上６千万円未満 

Ｃ 699 以下 １千万円未満 Ｃ 749 以下 ２千万円未満 

管 

Ａ１ 1100 以上 ２億円以上 Ａ 1100 以上 ２億円以上 

Ａ２ 850 以上 1099 以下 ３千万円以上２億円未満 ※ 
Ｂ 750 以上 1099 以下 ２千万円以上２億円未満 ※

Ｂ 700 以上 849 以下 １千万円以上６千万円未満 

Ｃ 699 以下 １千万円未満 Ｃ 749 以下 ２千万円未満 



 

(2)市内企業建設工事共同企業体（市内ＪＶ）対象工事範囲の拡大 

市内ＪＶによる入札参加機会の増に資するため、市内ＪＶ対象工事範囲を次のとおり拡大します。 

 

業種 平成２２年度 平成２３年度 

土木 

予定価格が１億円以上９億円未満の下水管

布設工事又は道路の築造若しくは改修に係

る工事（特別な技術を要する工事を除く。）

予定価格が１億円以上９億円未満の工事 

（特別な技術を要する工事を除く。） 

建築 

予定価格が１億円以上１８億円未満の学校

施設又は市営住宅における、新築、増築、

改築、改修、解体又は除却に係る工事（新

築、増築、改築又は改修については、６階

建て以上の高層建築物に係る工事を除く。）

予定価格が１億円以上１８億円未満の工事

（特別な技術を要する工事を除く。） 

電気 

及び 

管 

上記建築工事に伴う、予定価格が１億円以

上３億円未満の電気工事及び管工事（これ

らの工事のうち特別な技術を要する工事を

除く。） 

予定価格が１億円以上３億円未満の工事 

（特別な技術を要する工事を除く。） 

 

 

３ 等級格付における主観点の見直し 

 (1)労働安全対策点 

労働安全衛生管理活動を評価する観点から、建設業労働災害防止協会に加入している市内業者に対

して労働安全対策点（１０点）を加算します。 
 

 (2)工事成績評定点に応じた加算点数 

次のとおり工事成績評定点に応じた加算点数をより適正で実態に即した配点に見直します。 

 

平成２２年度 平成２３年度 

工事成績評定点の平均点 点数 工事成績評定点の平均点 点数 

９５点以上 １２０点 
９０点以上 １２０点 

９０点以上９５点未満 １００点 

８５点以上９０点未満  ８０点 ８５点以上９０点未満 １００点 

８０点以上８５点未満  ６０点 ８０点以上８５点未満  ８０点 

７５点以上８０点未満  ５０点 ７５点以上８０点未満  ６０点 

７０点以上７５点未満  ４０点 ７０点以上７５点未満  ４０点 

６５点以上７０点未満  ２０点 ６５点以上７０点未満  ２０点 

６０点以上６５点未満   ０点 ６０点以上６５点未満   ０点 

６０点未満 －４０点 ６０点未満 －４０点 

 



 

４ 低入札価格調査制度における数値的判断基準の引上げ 

適正履行のより一層の確保及びダンピング受注の防止を図るため、低入札価格調査制度の一次調査

及び詳細調査における数値的判断基準の「直接工事費」及び「一般管理費」の判定率（下限）を次の

とおり見直します。 

 

区 分 
平成２２年度 平成２３年度 

一次調査 詳細調査 一次調査 詳細調査 

直接工事費 ７５％ ７５％ ８０％ ８０％ 

共通仮設費 ７５％ ７５％ ７５％ ７５％ 

現場管理費 ５０％ ５０％ ５０％ ５０％ 

一般管理費 ４０％ ４０％ ３０％ ３０％ 

 

 

５ 電子入札の適用範囲の拡大 

平成１７年度から電子入札制度を導入し、適用範囲の拡大を年度単位で順次行っていますが、より

一層の利便性の向上と公正性、透明性の確保を図るため、平成２３年度の建設工事の電子入札の適用

範囲を次のとおり拡大し、平成２４年度から全件電子入札を実施します。（工事関連業務については、

平成２０年度から全件電子入札を実施しています。） 

 

建設工事 
予定価格１千万円以上の全件、２５０万円超１千万円未満の一部の案件（発注見通しの公表時点

であらかじめ対象案件を公表し、発注情報の公表時点で対象案件が確定します。）で電子入札を実

施します。 
 

（予定価格） 
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

 
 

電子入札 

 

３千万円 

 
 

１千万円 

 
電子・郵便入札併用 

２５０万円 

 


